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市第67号議案 横浜市公園条例の一部を改正する条例の概要について 

 

１ 俣野公園の有料施設の追加（別表第３の改正） 

  俣野公園への野球場の設置に伴い、利用料金の額を規定します。 

利用料金 施設種別 改正箇所 改正内容 

上限額 備  考 

施行時期 

野球場 別表第 3第 1号 利用料金の改正 1 日につき 38,400 円 1 時間換算 

3,200 円 

附属設備の利用料

金の規程を追加 

  

競技用器具 1 日につき 5,300 円 

ロッカールーム 1室 1回につき 3,000 円 

スコアボード １回につき 7,000 円 

会議室 1室 1日につき 9,000 円 

屋内練習場 1 室 1 時間につき3,000 円 

別表第 2 第

3 号（使用料

の額）と同

額 

別表第 3第 3号 

 

 

屋外照明設備 30 分につき 5,150 円 今回改正 

附属設備 

備考 会議室及び屋内練

習場について、単独

で利用できる旨を

規程 

会議室 

1室 1日につき 9,000 円 

屋内練習場 

1 室 1 時間につき 3,000 円 

別表第 3 第

3 号と同額 

平成 20 年 

４月１日 

  ※裏面「野球場の利用料金比較表」参照 

 

２ 新横浜公園の有料施設の追加（別表第１の改正） 

  新横浜公園への庭球場の設置に伴い、利用料金の額を規定します。 

利用料金 施設種別 改正箇所 改正内容 

上限額 備  考 

施行時期 

庭球場 別表第 1 有料施設として施

設種別を追加 

1 日につき 13,200 円 

(既存の規定を適用) 

1 時間換算 

1,100 円 

規則で定め

る 

 

３ 三ツ沢公園の有料施設附属設備の追加（第 31 条及び別表第２の改正） 

  三ツ沢公園球技場のスコアボードが老朽化したため、新たに大型映像装置を設置する

ことに伴い、使用料の額を規定します。 

使用料 施設種別 改正箇所 改正内容 

上限額 備  考 

施行時期 

第 31 条第 2項第

2 号 

｢スコアボード｣を

｢大型映像装置｣に

改正 

業として行う大型映像

装置への広告の表示 

 1件1日につき24,000円

使用料の額

は改正なし 

附属設備 

別表第 2第 3号 大型映像装置を追

加 

1 基 1 時間につき12,000 円 別表第 4 第

4 号と同額 

平成 20 年 

３月１日 

 

 

 



＜参考＞ 

野球場の利用料金比較表 

 

施設規模 
 一般料金(円／h) 

スタンド収容人数 両翼、センター

俣野公園野球場 （予定）３，２００円 約５，０００人 ９９ｍ、１２２ｍ

横浜スタジアム 

社会人１４，０００円

学生・生徒・児童 

４，５００円

３０，０００人 ９４ｍ、１１８ｍ

横浜市内公園の野球場 １，３００円 － －

横須賀スタジアム 社会人・大学４，０００円 ５，０００人 ９８ｍ、１２２ｍ

神奈川県立保土ヶ谷公園 

硬式野球場 
３，４５０円 約１５，０００人 ９５ｍ、１２０ｍ
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